
令和５年６月現在
救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

避難所の設置
（法第4条第1項）

災害により現に被害を受け、
又は受けるおそれのある者
に供与する。

（基本額）
避難所設置費
1 人 1 日当たり
340 円以内
高齢者等の要援護者等を収容
す
る「福祉避難所」を設置した場
合、当該地域における通常の
実
費を支出でき、上記を超える額
を加算できる。

災害発生の日か
ら7 日以内

1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のた
めの賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等
の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費 並
びに仮設便所等の設置費を含む。
2 避難に当たっての輸送費は別途計上
3 避難所での避難生活が長期にわたる場合等
においては、避難所で避難生活している者へ
の健康上の配慮等により、ホテル･旅館など宿
泊施設を借上げて実施することが可能。（ホテ
ル・旅館の利用額は7,000 円（食費込・税込）／
泊・人以内とするが、これにより難い場合は内
閣府と事前に調整を行うこと。）

避難所の設置
（法第4条第2項）

災害が発生するおそれ
のある場合において、
被害を受けるおそれが
あり、現に救助を要す
る者に供与する。

（基本額）
避難所設置費
1 人 1 日当たり
340 円以内
高齢者等の要援護者等を収容
す
る「福祉避難所」を設置した場
合、当該地域における通常の
実
費を支出でき、上記を超える額
を加算できる。

法第２条第２項による
救助を開始した日か
ら、災害が発生しな
かったと判明
し、現に救助の必要が
なくなった日までの期
間
（災害が発生し、継続し
て避難所の供与を行う
必要が生じた場合は、
法第２
条第２項に定める救助
を終了する旨を公示し
た日までの期間）

1 費用は、災害が発生するおそれがある場合
において必要となる建物の使用謝金や光熱水
費とする。なお、夏期のエアコンや冬期のス
トーブ、避難者が多数の場合の仮設トイレの設
置費や、避難所の警備等のための賃金職員等
雇上費など、やむを得ずその他の費用が必要
となる場合は、内閣府と協議する。
2 避難に当たっての輸送費は別途計上

応急仮設住宅の
供与

住家が全壊、全焼又は流失
し、居住する住家がない者で
あって、自らの資力では住宅
を得ることができない者

○ 建設型応急住宅
1 規模
応急救助の趣旨を踏まえ、実
施主体が地域の実情、世帯構
成等に応じて設定
2 基本額 1 戸当たり
6,775,000 円以内
3 建設型応急住宅の供与終了
に伴う解体撤去及び土地の原
状回復のために支出できる費
用は、当該地域における実費。

災害発生の日から20
日以内着工

1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付
帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一
切の経費として6,775,000 円以内であればよ
い。
2 同一敷地内等に概ね50 戸以上設置した場
合は、集会等に利用するための施設を設置で
きる。（50 戸未満であっても小規模な施設を設
置できる）
3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する
「福祉仮設住宅」を設置できる。
4 供与期間は2 年以内

○ 賃貸型応急住宅
1 規模 建設型仮設住宅に準じ
る
2 基本額
地域の実情に応じた額

災害発生の日から速
やかに借上げ、提供

1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手
数料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲
介業者との契約に不可欠なものとして、地域の
実情に応じた額とすること。
2 供与期間は建設型仮設住宅と同様。

炊き出しその他
による食品の供
与

1 避難所に収容された者
2 住家に被害を受け、若しく
は災害により現に炊事のでき
ない者

1 人1 日当たり
1,230 円以内

災害発生の日から7 日
以内

食品給与のための総経費を延給食日数で除し
た金額が限度額以内であればよい。
（1 食は 1/3 日）

飲料水の供給
現に飲料水を得ることができ
ない者（飲料水及び炊事のた
めの水であること。）

当該地域における通常の実費
災害発生の日から7 日
以内

輸送費、人件費は別途計上

被服、寝具その
他生活必需品の
給与又は貸与

全半壊（焼）、流失、床上浸
水等により、生活上必要な被
服、寝具、その他生活必需品
を喪失、若しくは毀損等によ
り使用することができず、直
ちに日常生活を営むことが困
難な者

1 夏季（4 月～9 月）冬季（10月
～3 月）の季別は災害発生の
日をもって決定する。
2 下記金額の範囲内

災害発生の日から10
日以内

1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額
2 現物給付に限ること

医療
医療の途を失った者
（応急的処置）

1 救護班 … 使用した薬剤、治
療材料、医療器具破損等の実
費
2 病院又は診療所 … 国民健
康保険診療報酬の額以内
3 施術者
協定料金の額以内

災害発生の日から14
日以内

患者等の移送費は、別途計上

令和５年度災害救助基準

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
6人以上

1人増すごと
に加算

夏 19,200円 24,600円 36,500円 43,600円 55,200円 8,000円

冬 31,800円 41,100円 57,200円 66,900円 84,300円 11,600円

夏 6,300円 8,400円 12,600円 15,400円 19,400円 2,700円

冬 10,100円 13,200円 18,800円 22,300円 28,100円 3,700円

全
壊
全
焼
流半
壊
半
焼
床

区　分
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令和５年６月現在
救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

令和５年度災害救助基準8-1

助産

災害発生の日以前又は以後
7 日以内に分べんした者で
あって災害のため助産の途
を失った者（出産のみなら
ず、死産及び流産を含み現
に助産を要する状態にある
者）

1 救護班等による場合は、使
用した衛生材料等の実費
2 助産師による場合は、慣行
料金の100 分の80 以内の額

災害発生の日から7日
以内

妊婦等の移送費は、別途計上

被災者の救出
1 現に生命、身体が危険な
状態にある者
2 生死不明な状態にある者

当該地域における通常の実費
災害発生の日から3 日
（72時間）以内

輸送費、人件費は、別途計上

住家の被害の拡
大を防止するた
めの緊急の修理

災害のため住家が半壊（焼）
又はこれに準ずる程度の損
傷を受け、雨水の浸入等を
放置すれば住家の被害が拡
大するおそれがある者

住家の被害の拡大を防止する
ための緊急の修理が必要な部
分に対して、
１世帯当たり 50,000 円以内

災害発生の日から10
日以内

日常生活に必要
な最小限度の部
分の修理

1 住家が半壊（焼）若しくはこ
れらに準ずる程度の損傷を
受け、自
らの資力により応急修理をす
ることができない者
2 大規模な補修を行わなけ
れば居住することが困難であ
る程度に住家が半壊（焼）し
た者

居室、炊事場及び便所等日常
生活に必要最小限度の部分1
世帯当り
①大規模半壊、中規模半壊又
は半壊若しくは半焼の被害を
受けた世帯
706,000 円以内
②半壊又は半焼に準ずる程度
の損傷により被害を受けた世
帯
343,000 円以内

災害発生の日から３ ヵ
月以内
（災害対策基本法第23
条の3第1 項に規定す
る特定災害対策本部、
同法第24条第1 項に
規定する非常災害対
策本部又は同法第28
条の2 第1 項に規定す
る緊急災害対策本部
が設置された災害に
あっては、６ヵ月以内）

学用品の給与

住家の全壊（焼）流失半壊
（焼）又は床上浸水により学
用品を喪失又は毀損等によ
り使用することができず、就
学上支障のある小学校児
童、中学校生徒、義務教育
学校生徒及び高等学校等生
徒。

1 教科書及び教科書以外の
教材で教育委員会に届出又は
その承認を受けて使用してい
る教材、又は正規の授業で使
用している教材実費
2 文房具及び通学用品は、1
人当たり次の金額以内
小学生児童 4,800 円
中学生生徒 5,100 円
高等学校等生徒 5,600 円

災害発生の日から
（教科書）
1 ヵ月以内
（文房具及び通学用
品）
15 日以内

1 備蓄物資は評価額
2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給
する。

埋葬
災害の際死亡した者を対象
にして実際に埋葬を実施する
者に支給

1 体当たり
　大人（12 歳以上）
　　　219,100 円以内
　小人（12 歳未満）
　　　175,200 円以内

災害発生の日から10
日以内

災害発生の日以前に死亡した者であっても対
象となる。

死体の捜索
行方不明の状態にあり、か
つ、各般の事情によりすでに
死亡していると推定される者

当該地域における通常の実費
災害発生の日から10
日以内

輸送費、人件費は、別途計上

死体の処理
災害の際死亡した者につい
て、死体に関する処理（埋葬
を除く。）をする。

（洗浄、消毒等）
１体当たり、3,500 円以内

一時保存：
○既存建物借上費：通常の実
費
○既存建物以外：１体当たり
5,500 円以内

検案、救護班以外は慣行料金

災害発生の日から10
日以内

1 検案は原則として救護班
2 輸送費、人件費は、別途計上
3 死体の一時保存にドライアイスの購入費等
が必要な場合は当該地域における通常の実費
を加算できる。

障害物の除去

居室、炊事場、玄関等に障
害物が運びこまれているため
生活に支障をきたしている場
合で自力では除去することの
できない者

市町村内において障害物の除
去を行った一世帯当たりの平
均
138,700 円以内

災害発生の日から10
日以内

輸送費及び賃金
職員等雇上費
（法第4条第1項）

1 被災者の避難に係る支援
2 医療及び助産
3 被災者の救出
4 飲料水の供給
5 死体の処理
6 救済用物資の整理配分

当該地域における通常の実費
救助の実施が認めら
れる期間以内

輸送費及び賃金
職員等雇上費
（法第4条第2項）

避難者の避難に係る支援 当該地域における通常の実費
救助の実施が認めら
れる期間以内

災害が発生するおそれ段階の救助は、高齢
者・障害者等で避難行動が困難な要配慮者の
方の輸送であり、以下の費用を対象とする。
・避難所へ輸送するためのバス借上げ等に係
る費用
・避難者がバス等に乗降するための補助員な
ど、避難支援のために必要となる賃金職員等
雇上費
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令和５年６月現在
救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

令和５年度災害救助基準8-1

実費弁償
災害救助法施行令第4条第1
号から第4 号までに規定する
者

災害救助法第7条第1項の規定
により救助に関する業務に従
事させた都道府県知事等（法
第3条に規定する都道府県知
事等をいう。）の総括する都道
府県等（法第17 条第1 号に規
定する都道府県等をいう。）の
常勤の職員で当該業務に従事
した者に相当するものの給与
を考慮して定める

救助の実施が認めら
れる期間以内

時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額

救助の事務を行
うのに必要な費
用

1 時間外勤務手当
2 賃金職員等雇上費
3 旅費
4 需用費（消耗品費、燃料
費、食糧費、印刷製本費、光
熱水費、修
繕料）
5 使用料及び賃借料
6 通信運搬費
7 委託費

救助事務費に支出できる費用
は、法第21 条に定める国庫負
担を行う年度（以下「国庫負担
対象年度」という。）における各
災害に係る左記1 から7 までに
掲げる費用について、地方自
治法施行令（昭和22 年政令第
16号）第143 条に定める会計
年度所属区分により当該年度
の歳出に区分される額を合算
し、各災害の当該合算した額
の合計額が、国庫負担対象年
度に支出した救助事務費以外
の費用の額の合算額に、次の
イからトまでに掲げる区分に応
じ、それぞれイからトまでに定
める割合を乗じて得た額の合
計額以内とすること。

救助の実施が認めら
れる期間及び災害救
助費の精算する事務を
行う期間以内

災害救助費の精算事務を行うのに要した経費
も含む。

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で救助の程度、方法及び
期間を定めることができる。下線部は特別基準の設定が可能なもの。

イ 3 千万円以下の部分の金額については100 分の10

ロ 3 千万円を超え6 千万円以下の部分の金額については100 分の9

ハ 6 千万円を超え1 億円以下の部分の金額については100 分の8

ニ 1 億円を超え2 億円以下の部分の金額については100 分の7

ホ 2 億円を超え3 億円以下の部分の金額については100 分の6

ヘ 3 億円を超え5 億円以下の部分の金額については100 分の5

ト 5 億円を超える部分の金額については100 分の4
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準 

 

 （平成二十五年十月一日） 

（内閣府告示第二百二十九号） 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令第二百七

十五号）第十条第一項の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律による救援の程度及び方法の基準を次のように定め、平成二十五年十月一日から適用する。 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準 

（救援の程度及び方法） 

第一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令第

二百七十五号。以下「令」という。）第十条第一項（令第五十二条において準用する場合を含む。）

の規定による救援の程度及び方法の基準は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。）第七十五条第一項各号及び令第九

条各号に掲げる救援の種類ごとに、次条から第十三条までに定めるところによる。 

２ 前項の基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣が特別の基準（次項

において「特別基準」という。）を定める。 

３ 救援を実施する都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の

十九第一項の指定都市においては、その長）は、第一項の基準によっては救援の適切な実施が困

難な場合には、内閣総理大臣に対し、特別基準の設定について意見を申し出ることができる。 

（収容施設の供与） 

第二条 法第七十五条第一項第一号の収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与は、次の各号に掲げ

る施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 避難所 

イ 避難住民（法第五十二条第三項に規定する避難住民をいう。）又は武力攻撃災害（法第二条

第四項に規定する武力攻撃災害を言う。以下同じ。）により現に被害を受け、若しくは受ける

おそれのある者（以下「避難住民等」という。）を収容するものであること。 

ロ 原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を利

用することが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により実施すること。 

ハ 避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、

器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費は、一人一日当た

り三百円（冬季（十月から三月までの期間をいう。以下同じ。）については、別に定める額を

加算した額）の範囲内とすること。ただし、福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者

等」という。）であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを収容する避難

所をいう。）を設置した場合は、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費

を加算することができること。 
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ニ 収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住宅

を設置し、これに収容することができることとし、一戸当たりの規模及び避難住民等の収容

のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。 

（１） 一戸当たりの規模は、二十九・七平方メートルを標準とし、その設置のための費用は

二百四十万千円以内とすること。 

（２） 長期避難住宅の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、器物の

使用謝金、借上費又は購入費並びに光熱水費は、一人一日当たり三百円（冬季については、

別に定める額を加算した額）の範囲内とすること。 

ホ 長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、居

住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一施設当たりの規模及びその設

置のため支出できる費用は、別に定めるところによること。 

ヘ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活

上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設を長期避難住宅として設置できること。 

ト 長期避難住宅の設置に代えて、賃貸住宅、宿泊施設等の居室の借上げを実施し、これらに

収容することができること。 

チ 法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法（平成十六年法律第百十号）第七十

七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定非常災害

の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年法律第八十五号）

第二条、第八条及び第九条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとする。 

二 応急仮設住宅 

イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなっ

た後、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、

自らの資力では住家を得ることができないものを収容するものであること。 

ロ 一戸当たりの規模は、二十九・七平方メートルを標準とし、その設置のための費用は、二

百四十万千円以内とすること。 

ハ 前号ホからチまでの規定は、応急仮設住宅について準用する。 

 （炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給） 

第三条 法第七十五条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の

各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 炊き出しその他による食品の給与 

イ 避難所（長期避難住宅を含む。以下同じ。）に収容された者、武力攻撃災害により住家に被

害を受けて炊事のできない者及び避難の指示（法第五十四条第二項に規定する避難の指示を

いう。以下同じ。）に基づき又は武力攻撃災害により住家に被害を受け避難する必要のある者

に対して行うものであること。 

ロ 被災者が直ちに食することができる現物によるものとすること。 

ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料

等の経費として一人一日当たり千十円以内とすること。 
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二 飲料水の供給 

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により現に飲料水を得ることができない者に対

して行うものであること。 

ロ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要

な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域にお

ける通常の実費とすること。 

（被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与） 

第四条 法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与（以下「生活必

需品の給与等」という。）は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 

一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需

品を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものであること。 

二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。 

イ 被服、寝具及び身の回り品 

ロ 日用品 

ハ 炊事用具及び食器 

ニ 光熱材料 

三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲

げる額の範囲内とすること。この場合においては、季別は、夏季（四月から九月までの期間を

いう。以下同じ。）及び冬季とし、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。 

季別 
一人世帯の額 二人世帯の額 三人世帯の額 四人世帯の額 五人世帯の額 

世帯員数が六人以上 
一人を増すごと 
に加算する額 

夏季 一万七千二百円 二万二千二百円 三万二千七百円 三万九千二百円 四万九千七百円 七千三百円 

冬季 二万八千五百円 三万六千九百円 五万千四百円 六万二百円 七万五千七百円 一万四百円 

四 避難の指示が長期にわたって解除されない場合又は武力攻撃災害が長期にわたって継続して

いる場合は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実施することができること。 

 （医療の提供及び助産） 

第五条 法第七十五条第一項第四号の医療の提供及び助産は、次の各号に定めるところにより行う

こととする。 

一 医療の提供 

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により医療の途を失った者に対して、応急的に

処置するものであること。 

ロ 救護班において行うこと。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合は、病院若し

くは診療所又は施術所（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和

二十二年法律第二百十七号）又は柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）に規定するあ

ん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」という。）がその

業務を行う場所をいう。以下同じ。）において医療（施術者が行うことができる範囲の施術を

含む）を行うことができること。 

ハ 次の範囲内において行うこと。 
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（１） 診療 

（２） 薬剤又は治療材料の支給 

（３） 処置、手術その他の治療及び施術 

（４） 病院又は診療所への収容 

（５） 看護 

ニ 医療の提供のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料、破損

した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬

の額以内とし、施術所による場合は協定料金の額以内とすること。 

二 助産 

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により助産の途を失った者に対して行うもので

あること。 

ロ 次の範囲内において行うこと。 

（１） 分べんの介助 

（２） 分べん前及び分べん後の処置 

（３） 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

ハ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助

産師による場合は慣行料金の百分の八十以内の額とすること。 

（被災者の捜索及び救出） 

第六条 法第七十五条第一項第五号の被災者の捜索及び救出は、次の各号に定めるところにより行

うこととする。 

一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがない場合、武力

攻撃災害により、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を

捜索し、又は救出するものであること。 

二 被災者の捜索及び救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借

上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。 

（埋葬及び火葬） 

第七条 法第七十五条第一項第六号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところにより行うことと

する。 

一 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものであること。 

二 原則として、棺又は棺材の現物をもって、次の範囲内において行うこと。 

イ 棺（附属品を含む。） 

ロ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

ハ 骨つぼ及び骨箱 

三 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十万千円以内、小人十六万八百円以内とす

ること。 

  （電話その他の通信設備の提供） 

第八条 法第七十五条第一項第七号の電話その他の通信設備の提供は、次の各号に定めるところに

より行うこととする。 
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一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、通信手段を失った者に対して行うもので

あること。 

二 電話、インターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信設備を第二条第一

号に規定する避難所に設置し、これらの設備を避難住民等に利用させることにより行うもので

あること。 

三 電話その他の通信設備の提供のため支出できる費用は、消耗器材費、器物の使用謝金、借上

費又は購入費、必要な通信設備の設置費及び通信費として当該地域における通常の実費とする

こと。 

（武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理） 

第九条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第一号の武力攻撃災害を受けた住宅の

応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 

一 避難の指示が解除された後若しくは武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくな

った後、武力攻撃災害により住家が半壊若しくは半焼し、自らの資力では応急修理をすること

ができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊し

た者に対して行うものであること。 

二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、

その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五十二万円以内とすること。 

 （学用品の給与） 

第十条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第二号の学用品の給与は、次の各号に

定めるところにより行うこととする。 

一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、学用品を喪失又は損傷し、就学上支障の

ある小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（中等教育学校

の前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校

（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信

制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をい

う。以下同じ。）に対して行うものであること。 

二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。 

イ 教科書 

ロ 文房具 

ハ 通学用品 

三 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。 

イ 教科書代 

（１） 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法（昭和二十三年法律第

百三十二号）第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、

又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費 

（２） 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

ロ 文房具費及び通学用品費 

（１） 小学校児童 一人当たり 四千百円 
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（２） 中学校生徒 一人当たり 四千四百円 

（３） 高等学校等生徒 一人当たり 四千八百円 

四 避難の指示が長期にわたって解除されない場合又は武力攻撃災害が長期にわたって継続して

いる場合は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実施することができること。 

 （死体の捜索及び処理） 

第十一条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第三号の死体の捜索及び処理は、次

の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 

一 死体の捜索 

イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがない場合、武

力攻撃災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情によりすでに死亡している

と推定される者に対して行うものであること。 

ロ 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は

購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。 

二 死体の処理 

イ 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行うものであ

ること。 

ロ 次の範囲内において行うこと。 

（１） 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

（２） 死体の一時保存 

（３） 検案 

ハ 検案は、原則として救護班において行うこと。 

ニ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。 

（１） 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千三百円以内とする

こと。 

（２） 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場

合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体当た

り五千円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の

経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することができること。 

（３） 救護班において検案をすることができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とす

ること。 

（武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を

及ぼしているものの除去） 

第十二条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害によって住居

又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障

害物」という。）の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこ

ととする。 

一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった

後、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため
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一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力では、当該障害物を除去することができ

ない者に対して行うものであること。 

二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコツプその他除去のため必要な機械、器

具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十三万三千九百円

以内とすること。 

 （救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費） 

第十三条 法第七十五条第一項各号に掲げる救援を実施するに当たり必要な場合は、救援のための

輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。 

一 救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とする

こと。 

イ 飲料水の供給 

ロ 医療の提供及び助産 

ハ 被災者の捜索及び救出 

ニ 死体の捜索及び処理 

ホ 救済用物資の整理配分 

二 救援のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする

こと。 

 

1871



8-3災害医療協力施設等連絡先一覧

令和6年1月1日現在

区　別 名　称 所 在 地 電 話 番 号

三愛記念病院 新千葉２－２－３ ２４６－２２７１

増田病院 春日１－１６－５ ２４７－３８２１

三橋病院 亀井町２－３ ２２４－８２０１

大賀医院 祐光１－１２－５ ２２５－５０６０

井上記念病院 新田町１－１６ ２４５－８８００

斎藤労災病院 道場南１－１２－７ ２２７－７４３７

柏戸病院 長洲２－２１－８ ２２７－８３６６

るみえ内科小児科 長洲１－１－１０ ２０２－５５１１

霜整形外科医院 市場町２－１１ ２２２－２００６

今井町診療所 白旗２－４－１０ ２６１－４５３７

和康会産婦人科健康診断クリニック 末広２－９－１０ ２６３－２２３１

三愛記念そがクリニック 宮崎２－１１－１５ ２６１－０４１１

千葉メディカルセンター 南町１－７－１ ２６１－５１１１

木村病院 東本町６－１９ ２２７－０５４７

ＪＣＨＯ千葉病院 仁戸名町６８２ ２６１－２２１１

千葉みなと病院 中央港１－２９－１ ２４１－５３８１

最成病院 柏井町８００－１ ２５８－１２１１

朝日ヶ丘医院 花園町４４－３２ ２７１－０３５１

平山病院 花見川１４９４－３ ２５９－４５２５

千葉健生病院 幕張町５－３９２－４ ２７２－１２１１

幸有会記念病院 犢橋町７７－３ ２５９－３２１０

般若クリニック こてはし台５－９－３ ２５９－６４１５

諏訪部産婦人科 幕張町６－９７－６ ２７３－４６８０

眞清クリニック 横戸台１４－１ ２５９－５９５１

中央区

花見川区
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山王病院 山王町１６６－２ ４２１－２２２１

稲毛病院 小仲台６－２１－３ ２５３－７２１１

千葉中央外科内科 天台４－２－１７ ２５３－１２３１

井原医院 緑町２－１８－７ ２４１－４８２１

中川産婦人科（※分娩不可） 稲毛東３－８－２０ ２４３－９２４９

緑町診療所 緑町２－１７－１２ ２４１－２００７

稲毛バースクリニック 小仲台６－４－１５ ２８７－１３５５

千葉脳神経外科病院 長沼原町４０８ ２５０－１２２８

北部診療所 天台３－４－５ ２５１－８１３１

富家千葉病院 長沼原町２７７－１ ２５０－３１１０

千葉中央メディカルセンター 加曽利町１８３５－１ ２３２－３６９１

泉中央病院 高根町９６４－４２ ２２８－４１３１

篠﨑病院 若松町２１２０ ２３１－７６３１

高根町整形外科 高根町９７９－１ ２２８－５３３１

都賀レディースクリニック 西都賀１－７－６ ２５５－２７７１

高品内科医院 高品町１５８９－１５ ２２６－４８００

梶田医院 みつわ台４－１７－５ ２５６－１１８１

総泉病院 更科町２５９２ ２３７－５００１

千城台クリニック 小倉町８２９－２ ２３３－２２２２

みつわ台総合病院 若松町５３１－４８６ ２５１－３０３０

千葉南病院 高田町４０１－５ ２９２－５１１１

坂の上外科 土気町３１１ ２９４－５５５１

昭和の森クリニック あすみが丘東３－１４－３ ２９４－９７７１

みやけウィメンズクリニック おゆみ野中央１－１８－５ ２９３－３５００

おゆみの中央病院 おゆみ野南６－４９－９ ３００－３３５５

みはま病院 打瀬１－１－５ ２７１－２２００

森整形外科クリニック 真砂２－６－１ ２７７－３１１１
美浜区

稲毛区

若葉区

緑区
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8-4 医療救護活動に関する様式 

8-4-1  

 

医 療 救 護 班 診 療 記 録 

市町村名：千葉市 № ／            

救

護

所

名 

区 

 

 

医 師

氏 名 

班   長  

班   員  

担 当 職 員 名  

 

年

月

日 

住     所 患者氏名 

性 

 

別 

年 

 

齢 

傷 病 名 程  度 措置概要 備  考 

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

      重・中・軽   

小計・合計 人     ・ ・    

※１ 「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線で消すこと 

  ２ 重症：緊急高度治療を要する 中症：入院治療を要する 軽症：入院治療を要しない 
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8-4-2 

 

医療救護班医療衛生材料使用簿 

市町村名：千葉市 № ／ 

救

護

所

名 

区 

医 師

氏 名 

班  長  

班  員  

担 当 職 員 名  

 

医薬品衛生器材料品名 単 位 単 価 摘    要 受 払 残 備   考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

小計・合計        

※１ 救護業務従事期間中における品目ごとの使用状況を明らかにする 

  ２ 摘要欄は、受入先及び払出先を記入する 

  ３ 備考欄は、払高数量（使用料）に対する金額を記入する 

  ４ 「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線で消すこと 
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8-4-3 

 

医療救護班の編成及び活動記録（集計報告） 

市町村名：千葉市 № ／ 

 区 

期 間 救 護 所 名 

診 療 

 

患者数 

死 体 

 

検案数 

班 の 編 成 班長職氏名 備   考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

小 計 

・ 

合 計 

      

※１ 区ごとに作成する 

  ２ 診療患者数は、延人員数を記入する 

  ３ 班の編成欄は、職種ごとの人員を記入する 

  ４ 「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線で消すこと 
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8-4-4 

 

医薬品衛生材料受け払い簿 

市町村名：千葉市 № ／ 

品 名  単位呼称    

年 月 日 摘 要 欄 受 払 残 扱  者 備  考  欄 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

小 計 

・ 

合 計 

      

※１ 品目ごとに作成する 

  ２ 摘要欄には、購入先及び払出先等を記入する 

  ３ 備考欄には、購入金額及びその内訳を記入する 

  ４ 「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線で消すこと 
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8-4-5 

 

助 産 台 帳 

市町村名：千葉市 № ／ 

 区 

分   べ   ん   者 分べん 

 

の日時 

助産機関 

 

の 名 称 

分べん 

 

期 間 

金 額 備  考 

氏  名 住       所 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

小 計 

・ 

合 計 
     人 

     

※１ 「分べん期間」欄は、「○月○日～○月○日」と記入すること 

  ２ 「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線で消すこと 
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8-5 捜索受付から火・埋葬までの様式 

8-5-1行方不明者等受付簿 

 

 

受付

種別 
１ 電話 ２ 口頭 ３ 

その他 

（        ） 

受付 

日時 

年 

月  日 

種別 １ 行方不明者 ２ 
身元不明 

の死体 
３ 

死体引受人 

のない死体 
４ その他 

受 付

番 号 
 

氏名  
性

別 
 

年

齢 
歳位 

受 付 者 

氏  名 
 

本籍  

届 出 人 

 

(氏名) 

 

 

(住所) 

 

 

 

(電話) 

現住

所 
 

死体

の現

場 

 

識別事項（着衣、所持品、身長、体格等） 

 

種別 １ 行方不明者 ２ 
身元不明 

の死体 
３ 

死体引受人 

のない死体 
４ その他 

受 付

番 号 
 

氏名  
性

別 
 

年

齢 
歳位 

受 付 者 

氏  名 
 

本籍  届 出 人 

 

(氏名) 

 

 

(住所) 

 

 

 

(電話) 

現住

所 
 

死 

体 

の 

現 

場 

 

識別事項（着衣、所持品、身長、体格等） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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8-5-2 死体調書 

※写真は裏面にはりつけて下さい。 

 

 

 

 番号  

捜 索 収 容 者 捜索収容班 第  班           
代表者 種 

 

別 

局 

部 

区 氏 名 

死 体 の 種 別 １ 身元不明の死体    ２ 死体引受人のない死体    ３ その他 

死 体 発 見 

日    時 
年    月    日    時   分 

死 体 発 見 

場   所 
 

死 

体 

の 

身 

元 

本  籍  

現 住 所  

氏  名  
身元不明

者の符号 
 

性

別 
男 ・ 女 

年

齢 
歳 

位 

識別事項（着衣、所持品、身長、体格等） 

遺

族

そ

の

他

の

関

係

者 

現 住 所  （電話） 

氏  名  （死者との続柄） 

死 体 の 

引  受 
可 ・ 不可  （引渡し    年    月    日） 

遺 骨 の 

引  取 
可 ・ 不可  （引渡し    年    月    日） 

見 分   日 

 

（検視）   時 

月  日  時  分 

見  分 

      者 

（検視） 

 

検 案 日 時 月  日  時  分 検 案 医 師  

火 葬 許 可 証 

 

交 付 日 

年  月  日 

死体発見現場の概略図 

 

火  葬  日 年  月  日 

（所持品の処理） 

（備 考) 
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8-5-3氏名札 

 

8-5-5 死体処理票 

 

8-5-4 死体送付票 

 

災 害 死 体 番 号  

死

亡

者 

氏   名  

住   所  

死亡年月日  

死 亡 原 因  

死体発見の

日時・場所 
 

   

 

引

取

人 

氏   名  

住   所  

死亡者との

関   係 
 

引取年月日  
   

遺

留

品 

処 理 番 号  

保 管 所  

備 考（身元不明死体の場合は、死体の特徴等を詳細に記入する） 

死 体 収 容 所  

 

 

 

千葉市災害死体 

 

第     号 

 

氏名 

 

 

(送付番号) 

災 害 死 体 送 付 票 

 

千葉市災害死体第    号 

 

(氏名          )を送付する 

 

年   月   日 

 

        (市長       )  

 

(火葬場)宛 
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8-5-6遺骨及び遺留品処理票 

 

遺留品処理番号  

遺 

留 

品 

 
 

 
   

引 

 

取 

 

人 

氏    名  

住    所  

死亡者との 

関   係 
 

引取年月日  
   

死 

亡 

者 

死 体 番 号  

氏    名  

住    所  

 

死 体 収 容 所  
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8-5-7 死体捜索状況記録簿 

 

年月日 捜索地区 捜索死体 
捜 索 用 機 械 器 具 

金  額 備  考 
名    称 数量 所有者氏名 

        

        

        

        

 

8-5-8 死体処理台帳 

 

死 亡 

 

年月日 

死 亡 

 

原 因 

死 体

発見の

日時及

び場所 

死 亡 者 遺   族 洗 浄 等 の 処 置 費 死体の

一時保

存場所

保存期

間 

備 考 住 所 

 

氏 名 

年 

 

齢 

住 所 

 

氏 名 

関 

 

係 

品 名 

数 

 

量 

金 額 

            

            

            

 

8-5-9 埋葬台帳 

 

死 亡 

 

年月日 

死 亡 

 

原 因 

埋 葬 

 

年月日 

死 亡 者 
埋  葬  を 

行 っ た 者 
埋     葬     費 

備 考 
住 所 

 

氏 名 

年 

 

齢 

住 所 

 

氏 名 

関 

 

係 

棺 

（付属

品含） 

埋 葬

又 は

火葬料 

骨 

 

箱 

計 
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8-6 火葬場、墓地（公営）  

 

※千葉市及び隣接市のもの 

 

火葬場                            （令和６年１月１日現在） 

名称 所在地 電話番号 経営者・管理者・担当課 

千葉市斎場 
千葉市緑区平山町

1762-2 
043-293-4000 

千葉市生活衛生課 

指定管理者 
ちば斎苑管理グループ 

さくら斎場 佐倉市大蛇町 790-4 043-484-0846 
佐倉市、四街道市、 
酒々井町葬祭組合 

山武郡市広域斎場 東金市堀上 1357 0475-55-6360 山武郡市広域行政組合 

いちはら聖苑 市原市今富 1088-8 0436-36-3389 
市原市保健福祉課 
ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ管理所 

しおかぜホール茜浜 習志野市茜浜 3-7-6 047-409-9270 四市複合事務組合 

 

 

墓地（公営）                          

名称 所在地 電話番号 

千葉市桜木霊園 千葉市若葉区桜木 1-38-1 043-231-0110 

千葉市平和公園 千葉市若葉区多部田町 1492-2 043-228-2057 

習志野市海浜霊園 習志野市芝園 3-1-1 047-451-5445 

八千代市営霊園 八千代市小池 1521-1 047-489-7466 

四街道市営霊園 四街道市内黒田 1010 043-422-8411 

市原市能満墓園 市原市能満 1576-1 0436-41-9097 

市原市海保墓園 市原市海保 824 0436-36-0750 
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